
【 歳 入 】

【 歳 出 】 地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

420,760 198,494 100,294 0 12,258 109,714

22,948 0 4,893 8,170 993 8,892

561,346 260,545 92,547 40,508 16,859 150,887

79,225 5,872 2,970 0 7,074 63,309

1,084,279 464,911 200,704 48,678 37,184 332,802

251,633 1,368 684 0 25,083 224,498

270,161 0 37,421 0 23,391 209,349

126,177 14,534 46,737 0 6,523 58,383

647,971 15,902 84,842 0 54,997 492,230

2,744 64 153 1,463 107 957

64,930 285 7 14,230 5,066 45,342

15,742 1,625 1,030 1,260 1,189 10,638

13,178 0 611 0 1,263 11,304

105,104 0 36,393 3,600 6,544 58,567

45,725 10 1,466 0 4,447 39,802

247,423 1,984 39,660 20,553 18,616 166,610

1,979,673 482,797 325,206 69,231 110,797 991,642

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

110,797 千円

1,102,439 千円

　平成29年度上郡町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について

保健衛生

その他 その他

障がい者福祉事業
社会福祉

高齢者福祉事業

児童福祉事業

その他福祉事業

　平成26年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分につい
ては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

一般財源特定財源

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

母子保健事業

予防対策事業

健康増進事業

小計

その他保健衛生

地域医療対策事業

小計

介護保険事業

小計

国民健康保険事業

後期高齢者医療事
業

国庫支出金 県支出金

医療費助成事業

財源内訳区分 事業名 平成29年度
予算額

合計

社会保険


